
市職員を募集します（平成30年４月１日採用予定）
問人事課（☎６５－６５０２）

平成30年度入札参加資格審査申請を受け付けます
問契約検査課（☎６５－６５０７）

職　種 採用予定人員 受　験　資　格
一般事務職
（上級）

【 育児休業代替
 任期付職員】

３人程度

次のいずれかに該当する人
ア　平成８年４月１日までに生まれた人
イ　平成８年４月２日以降に生まれた人で、大学※を卒業した人
　　または平成30年３月31日までに大学※を卒業する見込みの人

一般事務職
（初級）

２人程度
（ 身体にしょうがいの
ある人が対象です）

次のいずれにも該当する人
ア　昭和57年４月２日から平成12年４月１日までに生まれた人
イ　身体障害者手帳の交付を受け、そのしょうがいの程度が１級から６級までの人
ウ　介護者なしに一般事務職としての職務遂行が可能な人
エ　介護者なしに受験可能な人

土木技術職
（上級）

２人程度 次のいずれにも該当する人
ア　昭和57年４月２日以降に生まれた人
イ　平成29年12月31日時点で当該職の職務経験が24か月以上ある人設備技術職

（上級）
１人程度

※学校教育法に基づく大学（短期大学を除く）をいいます。

■第１次試験日　１月14日（日）
■申込受付期間　12月４日（月）～28日（木）当日消印有効
　受験申込書は担当課、北部振興局および各支所にあります。また、市ホームページから
ダウンロードすることもできます。
　受験申込書を郵送で請求する場合は、封筒の表に「受験申込書請求」と朱書きし、返信
用封筒（角形２号・120円切手貼付・宛先・郵便番号明記）を同封して、右記まで送付して
ください。受験資格等の詳細は、必ず受験案内でご確認ください。

問合せ・申込先
〒526-8501 八幡東町632

長浜市職員選考委員会

〈人事課内〉

☎６５－６５０２

　市が発注する建設工事や委託業務（コンサルタント等）、物品調達について、平成30年度の入札参加資格審査申請を受
け付けます。　※受付期間終了後の受付は一切できませんのでご注意ください。
【建設工事・委託業務（コンサルタント等）】

対象者
登録を希望するすべての事業者
※ 今回の登録申請は、定期更新年の扱いとなりますので、登録を希望するすべての事業者が対象になります。
平成29年度の登録は引き継がれません。

受付日
高月支所（１－A会議室） １月25日（木）、26日（金）

本庁舎（５－B会議室） １月30日（火）、31日（水）、２月１日（木）、２日（金）、５日（月）

【物品調達】

対象者
①新規に登録を希望するすべての事業者
②平成29年度に登録した現有資格者のうち、希望業種等の変更希望者
※中間年につき、希望業種等に変更がない場合は申請の必要はありません。

受付日
高月支所（１－A会議室） １月12日（金）

本庁舎（５－B会議室） １月16日（火）、17日（水）、18日（木）

【その他】
○建設工事と委託業務を重複して登録することはできませんが、それぞれと物品調達は重複して登録できます。
○市外業者は、いずれも１月５日（金）～２月９日（金）に、申請書類一式を郵送（必着）または直接担当課まで。
【申請用紙等配布場所】契約検査課〈本庁舎５階〉、北部振興局地域振興課・各支所
○詳しくは市ホームページをご覧ください。
○12月中旬頃から配布する予定です。また、市ホームページからダウンロードすることもできます。

　

浄
化
槽
は
適
正
な
維
持
管
理
を
行
わ
な
い
と
悪
臭
の
発
生
や
側

溝
・
河
川
の
汚
染
に
つ
な
が
り
ま
す
。
浄
化
槽
を
使
っ
て
い
る
人

（
管
理
者
）は
、
法
律
で
定
め
ら
れ
た
次
の
３
つ
の
義
務
を
守
り
、

適
正
な
維
持
管
理
に
努
め
て
く
だ
さ
い
。

①
保
守
点
検

　

家
庭
用
の
浄
化
槽
は
４
か
月
に
１
回
以
上
、
正
し
く
機
能
し

て
い
る
か
点
検
が
必
要
で
す
。
保
守
点
検
は
、
県
の
登
録
を
受

け
た
保
守
点
検
業
者
に
依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。

問
滋
賀
県
循
環
社
会
推
進
課（
☎
０
７
７

－

５
２
８

－

３
４
７
１
）

②
法
定
検
査（
11
条
検
査
）

　

浄
化
槽
の
保
守
点
検
、
清
掃
な
ど
の
維
持
管
理
が
適
正
に
行

わ
れ
て
い
る
か
年
１
回
検
査
を
受
け
ま
し
ょ
う
。
検
査
依
頼
は

左
記
ま
で
。

問
（
公
社
）滋
賀
県
生
活
環
境
事
業
協
会

（
県
知
事
指
定
検
査
機
関
）（
☎
０
７
７

－

５
５
４

－

９
２
７
１
）

③
清
掃

　

浄
化
槽
の
清
掃（
汚
泥
の
引
き
抜
き
）を
年
１
回
以
上
実
施
し

ま
し
ょ
う
。
左
記
の
湖
北
広
域
行
政
事
務
セ
ン
タ
ー
の
許
可
業

者
に
依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。

問
旧
長
浜
市 

橋
本
ク
リ
ー
ン
産
業（
株
） （
☎
６
２

－

４
０
９
５
）

 

（
株
）ラ
イ
フ
リ
リ
ー
フ 

（
☎
６
２

－

１
３
５
６
）

　

旧
東
浅
井
郡 

（
株
）テ
ッ
ク
ア
シ
ス
ト 

（
☎
７
４

－

８
４
４
４
）

　

旧
伊
香
郡 

（
有
）伊
香
清
掃
セ
ン
タ
ー 

（
☎
８
２

－

２
２
０
８
）

　

 

（
株
）日
の
丸
清
掃
社 

（
☎
８
２

－

３
１
７
９
）

※ 

下
水
道
接
続
な
ど
で
浄
化
槽
を
廃
止
し
た
場
合
や
、
転
居
な
ど

で
浄
化
槽
管
理
者
を
変
更
し
た
場
合
は
、
30
日
以
内
に
「
浄
化

槽
廃
止
届
」、「
浄
化
槽
管
理
者
変
更
報
告
書
」
を
担
当
課
ま
で

必
ず
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
様
式
は
担
当
課
に
あ
り
ま
す
。
ま

た
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
も
で
き

ま
す
。

※
保
守
点
検
・
清
掃
の
記
録
は
３
年
間
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

12
月
は
﹁
ス
ト
ッ
プ
滞
納
!! 

強
化
月
間
﹂
で
す

　

皆
さ
ん
に
納
め
て
い
た
だ
く
県
税
や
市
税
等
は
、
福
祉
・
教

育
な
ど
身
近
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
に
使
わ
れ
る
大
切
な
財
源
で
す
。

　

12
月
を
「
ス
ト
ッ
プ
滞
納
!!
強
化
月
間
」と
し
て
、
税
の
公

平
な
負
担
の
観
点
か
ら
、
一
斉
に
滞
納
整
理
を
強
化
し
ま
す
。

未
納
の
ま
ま
放
置
さ
れ
ま
す
と
、
預
貯
金
・
給
与
等
の
差
押
え

や
自
宅
の
捜
索
等
滞
納
処
分
を
受
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
も

う
一
度
、
納
め
忘
れ
が
な
い
か
お
確
か
め
く
だ
さ
い
。

　

県
と
県
内
市
町
で
は
、
公
平
な
税
負
担
と
税
収
の
確
保
を
図

る
た
め
、﹁
滋
賀
地
方
税
滞
納
整
理
機
構
﹂
を
設
置
し
、
連
携
・
協

働
し
て
県
税
と
市
町
税
等
の
滞
納
整
理
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

問
合
せ

　

県
税
に
関
す
る
こ
と　

東
北
部
県
税
事
務
所
納
税
課

　

☎
６
５

－

６
６
０
６

　

市
税
に
関
す
る
こ
と　

滞
納
整
理
課

　

☎
６
５

－

６
５
１
７

　

毎
年
１
月
１
日
現
在
で
お
持
ち
の
土
地
・
家
屋
に
は
、
固
定

資
産
税
や
都
市
計
画
税（
市
街
化
区
域
内
の
み
）が
課
税
さ
れ
ま

す
。

　

平
成
29
年
中
に
次
の
①
〜
⑤
の
い
ず
れ
か
を
行
っ
た
人
は
、

12
月
28
日（
木
）ま
で
に
担
当
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※ 

平
成
29
年
中
に
不
動
産
登
記
を
し
た
場
合
は
連
絡
不
要
で

す
。

①
家
屋
を
取
り
壊
し
た

② 

住
宅
か
ら
非
住
宅（
事
務
所
・
店
舗
・
倉
庫
な
ど
）へ
、
ま
た

は
非
住
宅
か
ら
住
宅
へ
家
屋
の
用
途
変
更
を
し
た

③ 

売
買
や
相
続
な
ど
に
よ
り
、
未
登
記
家
屋
の
所
有
者
を
変
更

し
た

④
家
屋
を
新
増
築
し
た（
プ
レ
ハ
ブ
物
置
な
ど
を
含
む
）

⑤
土
地
の
利
用
状
況
を
変
更
し
た

　

な
お
、
平
成
29
年
中
に
取
り
壊
し
た
家
屋
の
連
絡
が
平
成
30

年
１
月
以
降
に
な
っ
た
場
合
は
、
解
体
業
者
の
「
取
壊
し
証
明

書（
取
壊
し
日
を
証
明
す
る
も
の
）」
が
別
途
必
要
に
な
り
ま
す
。

浄
化
槽
の
法
定
検
査
を
受
け
ま
し
ょ
う

問
環
境
保
全
課（
☎
６
５

－

６
５
１
３
）

税
金
の
納
め
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か

問
滞
納
整
理
課（
☎
６
５

－

６
５
１
７
）

固
定
資
産
の
取
壊
し
や
用
途
変
更

し
た
場
合
は
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い

問
税
務
課（
☎
６
５

－

６
５
２
３
）
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